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第33号 （４）　令和3年9月15日農委広報 風と大地

第33号
庄内町農業委員会
令和3年9月15日

農委広報

　
令
和
３
年
７
月
、
㈱
米
シ
ス
ト
庄
内
さ
ん
の

圃
場
で
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現

在
は
水
稲
約
１
０
０
ha
を
作
付
け
し
て
い
ま
す
。

農
業
用
ド
ロ
ー
ン
を
導
入
し
た
の
は
、
２
０
１

９
年
か
ら
で
、
以
前
は
Ｊ
Ａ
に
ヘ
リ
防
除
の
委

託
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
直
播
の
播
種
、

除
草
剤
散
布
、
追
肥
、
防
除
な
ど
に
使
っ
て
い

ま
す
。
型
式
に
も
よ
り
ま
す
が
、
10
分
で
1.2

 

ha
散
布
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ド
ロ
ー
ン
は

Ａ
Ｉ
に
よ
り
自
動
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た

除
草
剤
な
ど
の
作
業
受
託
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
今
後
も
ド
ロ
ー
ン
な
ど
を
活
用
し
安
心
、

安
全
、
う
ま
い
お
米
作
り
を
し
て
い
き
た
い
と

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
斎
藤
克
行
）

編
集
委
員（
農
政
部
会
）

秋
葉
　
俊
一

小
野
　
　
隆

和
島
　
孝
輝

日
向
　
弘
明

斎
藤
　
克
行

日
下
部
崇
喜

佐
藤
　
恒
子

編
集
後
記

　
今
年
は
春
先
か
ら
天
候
の
良
い

日
が
続
き
、
暑
い
夏
が
過
ぎ
、
実

り
の
秋
を
迎
え
る
季
節
に
な
り
ま

し
た
。

　
年
々
農
家
の
高
齢
化
に
よ
り
認

定
農
業
者
の
減
少
や
、
離
農
が
増

え
て
い
ま
す
。人
・
農
地
プ
ラ
ン
や
、

農
地
中
間
管
理
機
構
を
活
用
し
た

農
地
利
用
の
最
適
化
と
、
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
通
し
た
農
地
の
荒
廃

防
止
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
昨
年
来
か
ら
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
、
よ
う
や
く

ワ
ク
チ
ン
接
種
は
進
み
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
会
議
や
県
外

研
修
な
ど
の
制
限
や
自
粛
、
マ
ス

ク
着
用
と
、も
う
少
し
「
が
ま
ん
」

の
日
々
が
続
き
ま
す
。
必
ず
コ
ロ

ナ
を
克
服
し
乗
り
越
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　（
長
南
　
統
）

農
政
部
会
長
　
髙
橋
　
義
夫

副
部
会
長
　
長
南
　
　
統

農業者年金はメリットがたくさんある終身年金です。

　
今
回
紹
介
す
る
女
性
農
業
者
グ
ル
ー

プ
は
タ
チ
ラ
ボ
レ
デ
ィ
ー
ス
で
す
。
木

の
沢
地
区
を
中
心
に
集
ま
っ
て
い
る
女

性
達
で
、
主
に
笹
巻
き
作
り
を
し
て
い

る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
タ
チ
ラ
ボ
と
は
立

谷
沢
流
域
の
タ
チ
と
、
物
を
生
み
出
す

ラ
ボ
か
ら
で
き
た
庄
内
町
立
谷
沢
川
流

域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
で
す
。
笹

巻
き
作
り
は
３
年
前
か
ら
始
め
、
主
に

農
協
に
出
し
て
い
ま
す
。
材
料
は
農
協

か
ら
調
達
し
て
も
ら
い
８
名
の
女
性
で

作
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
１
万
２
千
個

製
造
し
ま
し
た
が
、
講
習
会
を
重
ね
て

上
手
に
な
り
、
不
良
品
は
ご
く
わ
ず
か

に
な
り
ま
し
た
。
し
そ
の
実
の
佃
煮
作

り
に
も
挑
戦
中
で
、
材
料
も
１
か
ら
作

ろ
う
と
、
栽
培
、
草
む
し
り
な
ど
仲
間

と
ワ
イ
ワ
イ
話
し
し
な
が
ら
、
楽
し
く

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
仕
事
と
し
て
や

る
か
ら
に
は
き
ち
ん
と
収
入
を
得
て
、

そ
れ
を
み
ん
な
で
分
か
ち
合
え
る
よ
う

に
、
で
き
る
だ
け
都
合
の
良
い
日
に
集

ま
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
パ
ワ
ー
あ
ふ

れ
る
グ
ル
ー
プ
で
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　（
日
向
弘
明
）

女
性
農
業
者
グ
ル
ー
プ
紹
介

こ
ん
に
ち
は

グ
ル
ー
プ
名

起
業
年
月

場
　
　所

タ
チ
ラ
ボ
レ
デ
ィ
ー
ス

平
成
31
年

立
谷
沢
地
区
木
の
沢

た
だ
い
ま

　ド
ロ
ー
ン
活
用

　
　
　
　
　拡
大
中

加入要件は 3つ。60歳未満・国民年金第 1号被保険者で、
年間60日以上農業に従事している方であれば、どなたでも
加入できます。自分名義の農地を持っていなくても、配偶者や
後継者など、家族農業従事者の方も加入できます。

安心の備えを！安心の備えを！ あなたの老後生活への備えは十分ですか？
老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。



　
今
年
度
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
、
７

月
26
日
（
月
）
に
実
施
し
ま
し
た
。
委

員
が
５
班
に
わ
か
れ
、
令
和
２
年
、
３

年
と
連
続
し
て
事
前
調
査
で
挙
げ
ら
れ

た
対
象
農
地
を
中
心
に
（
34
か
所
）、

各
班
の
担
当
の
全
区
域
を
目
視
、
巡
回

し
、
班
員
全
員
で
要
綱
に
基
づ
い
て
実

態
を
把
握
し
ま
し
た
。

　
昨
年
よ
り
改
善
さ
れ
て
い
る
圃
場
も

あ
れ
ば
、
変
わ
ら
な
い
状
況
の
圃
場
も

あ
り
、
遊
休
農
地
、
耕
作
放
棄
地
化
の

進
行
は
農
業
の
生
産
力
の
衰
退
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ま
た
雑
草
繁
茂
に
よ
り
、

近
隣
の
圃
場
へ
の
病
害
虫
等
に
よ
る
悪

影
響
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
こ
の
様
な
こ

と
か
ら
農
地
所
有
者
に
よ
る
農
地
の
適

切
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
こ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
調
査
は
、

農
地
法
に
基
づ
く「
利
用
状
況
調
査
」で
、

農
業
委
員
の
業
務
と
し
て
毎
年
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
10
月
に
は
違
反
転
用
に

つ
い
て
も
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

（
和
島
孝
輝
）
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農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た

資材置場にした
駐車場にした
産廃の捨て場にした
建設残土の捨て場にした
農業用施設を建てた※

※自己所有農地に２ａ未満の農業用施設を
　建てる場合は許可を要しないこととなっ
　ていますが、届け出は必要です。まずは
　農業委員会にご相談ください。

　大切な財産である農地を守り有効に活用するために、農地の利用実態と今後の利用意向に関する
所有者意向把握調査を実施しました。その結果を抜粋してお知らせします。

●許可なく転用した場合や、転用許可に
係る事業計画どおりに転用していない
場合等は、農地法に違反することとな
り、工事の中止や原状回復等の命令が
される場合があります（農地法第51条）。
●罰則の適用もあります（農地法第64条、
第67条）。違反転用すると個人は３年
以下の懲役または300万円以下の罰金
が科せられます。

宅地と一体的な畑等の売買・賃貸借
ができるようになりました

宅地と一体的な畑等の売買・賃貸借
ができるようになりました

農地利用の最適化のための所有者意向把握調査アンケート結果農地利用の最適化のための所有者意向把握調査アンケート結果
～今耕されている農地を、耕せるうちに、耕せる人につないでいく～～今耕されている農地を、耕せるうちに、耕せる人につないでいく～

ダメです! 違反転用
耕作をするために農地の売買や賃貸借をするときは、
農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があ
ります。この許可要件の一つに権利取得後の農業経
営面積がありますが、令和３年４月１日から下記の
要件に当たる場合は0.1アールからでも農地の権利
を取得することが出来るようになりました。

隣接する宅地等の敷地と一体的に利用しな
ければ農地として利用困難な農地で、宅地
等に居住又は居住予定であること

設定面積　0.1アール（　　　　　）0.1アールに満たない
場合はその面積

要件

＊面積要件以外にも許可の要件がありますので、
　農業委員会へ問合せください。（42－0172）

調査対象面積 ： 2,877,733 ㎡

そもそも農地の所在が分からないというご意見がありました。 農地の所在地については、
「全国農地ナビ」というインターネットサイトで確認することが出来ますので、１度アクセ

スしてみてください。また農地を売却したい、地目変更したいなど、様々なご意見、問題点が挙げられ
ました。お気軽に、お近くの農業委員にご相談ください。これらを検証し、農地利用の最適化を推進し
ていきたいと考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（髙橋義夫、長南統）
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農地を借りたい、買いたい
（規模拡大）

現状を維持したい

今後のことはわからない

今後の農業経営

現状では畑は自ら耕作・管理している人が多いが、田は
貸している人が多い。しかし耕作放棄地となっているの
は畑が多く、また草刈り等の管理のみの方も多いことか
ら、農地の貸し手・借り手のマッチングを行い、農地の
集積・集約を進めていく必要がある。

農地を維持する後継者
がいるとした人が17
％に対し、いないと回
答した人が47％、無
回答の人の中にも後継
者不足が問題と考える
人がいると推察され
る。今後の農地の遊休
化が懸念される。

おおむね５年後までの経営に関する設問だったので、現
状を維持したい人が多いと推察されるが、今後農地を貸
したい、売りたいに移行していくことが予想される。

おわりに

・調査対象者　 庄内町内に10アール以上農地（自作地）を有する町内及び庄内地域に住所を有する
　　　　　　　人（世帯）（農業経営体は除く）
・調 査 期 間　 令和２年12月～令和３年１月末
・対　象　者　 638人(世帯)　　有効回答者　301人(世帯)
・対 象 面 積　 2,939筆　2,877,733㎡
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今後のことはわからない

今後の農業経営

現状では畑は自ら耕作・管理している人が多いが、田は
貸している人が多い。しかし耕作放棄地となっているの
は畑が多く、また草刈り等の管理のみの方も多いことか
ら、農地の貸し手・借り手のマッチングを行い、農地の
集積・集約を進めていく必要がある。

農地を維持する後継者
がいるとした人が17
％に対し、いないと回
答した人が47％、無
回答の人の中にも後継
者不足が問題と考える
人がいると推察され
る。今後の農地の遊休
化が懸念される。

おおむね５年後までの経営に関する設問だったので、現
状を維持したい人が多いと推察されるが、今後農地を貸
したい、売りたいに移行していくことが予想される。

おわりに

・調査対象者　 庄内町内に10アール以上農地（自作地）を有する町内及び庄内地域に住所を有する
　　　　　　　人（世帯）（農業経営体は除く）
・調 査 期 間　 令和２年12月～令和３年１月末
・対　象　者　 638人(世帯)　　有効回答者　301人(世帯)
・対 象 面 積　 2,939筆　2,877,733㎡

田

畑

田

畑

田

畑

田



人生100年時代人生100年時代

第33号 （４）　令和3年9月15日農委広報 風と大地

第33号
庄内町農業委員会
令和3年9月15日

農委広報

　
令
和
３
年
７
月
、
㈱
米
シ
ス
ト
庄
内
さ
ん
の

圃
場
で
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現

在
は
水
稲
約
１
０
０
ha
を
作
付
け
し
て
い
ま
す
。

農
業
用
ド
ロ
ー
ン
を
導
入
し
た
の
は
、
２
０
１

９
年
か
ら
で
、
以
前
は
Ｊ
Ａ
に
ヘ
リ
防
除
の
委

託
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
直
播
の
播
種
、

除
草
剤
散
布
、
追
肥
、
防
除
な
ど
に
使
っ
て
い

ま
す
。
型
式
に
も
よ
り
ま
す
が
、
10
分
で
1.2

 

ha
散
布
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ド
ロ
ー
ン
は

Ａ
Ｉ
に
よ
り
自
動
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た

除
草
剤
な
ど
の
作
業
受
託
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
今
後
も
ド
ロ
ー
ン
な
ど
を
活
用
し
安
心
、

安
全
、
う
ま
い
お
米
作
り
を
し
て
い
き
た
い
と

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
斎
藤
克
行
）

編
集
委
員（
農
政
部
会
）

秋
葉
　
俊
一

小
野
　
　
隆

和
島
　
孝
輝

日
向
　
弘
明

斎
藤
　
克
行

日
下
部
崇
喜

佐
藤
　
恒
子

編
集
後
記

　
今
年
は
春
先
か
ら
天
候
の
良
い

日
が
続
き
、
暑
い
夏
が
過
ぎ
、
実

り
の
秋
を
迎
え
る
季
節
に
な
り
ま

し
た
。

　
年
々
農
家
の
高
齢
化
に
よ
り
認

定
農
業
者
の
減
少
や
、
離
農
が
増

え
て
い
ま
す
。人
・
農
地
プ
ラ
ン
や
、

農
地
中
間
管
理
機
構
を
活
用
し
た

農
地
利
用
の
最
適
化
と
、
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
通
し
た
農
地
の
荒
廃

防
止
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
昨
年
来
か
ら
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
、
よ
う
や
く

ワ
ク
チ
ン
接
種
は
進
み
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
会
議
や
県
外

研
修
な
ど
の
制
限
や
自
粛
、
マ
ス

ク
着
用
と
、も
う
少
し
「
が
ま
ん
」

の
日
々
が
続
き
ま
す
。
必
ず
コ
ロ

ナ
を
克
服
し
乗
り
越
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　（
長
南
　
統
）

農
政
部
会
長
　
髙
橋
　
義
夫

副
部
会
長
　
長
南
　
　
統

農業者年金はメリットがたくさんある終身年金です。

　
今
回
紹
介
す
る
女
性
農
業
者
グ
ル
ー

プ
は
タ
チ
ラ
ボ
レ
デ
ィ
ー
ス
で
す
。
木

の
沢
地
区
を
中
心
に
集
ま
っ
て
い
る
女

性
達
で
、
主
に
笹
巻
き
作
り
を
し
て
い

る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
タ
チ
ラ
ボ
と
は
立

谷
沢
流
域
の
タ
チ
と
、
物
を
生
み
出
す

ラ
ボ
か
ら
で
き
た
庄
内
町
立
谷
沢
川
流

域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
で
す
。
笹

巻
き
作
り
は
３
年
前
か
ら
始
め
、
主
に

農
協
に
出
し
て
い
ま
す
。
材
料
は
農
協

か
ら
調
達
し
て
も
ら
い
８
名
の
女
性
で

作
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
１
万
２
千
個

製
造
し
ま
し
た
が
、
講
習
会
を
重
ね
て

上
手
に
な
り
、
不
良
品
は
ご
く
わ
ず
か

に
な
り
ま
し
た
。
し
そ
の
実
の
佃
煮
作

り
に
も
挑
戦
中
で
、
材
料
も
１
か
ら
作

ろ
う
と
、
栽
培
、
草
む
し
り
な
ど
仲
間

と
ワ
イ
ワ
イ
話
し
し
な
が
ら
、
楽
し
く

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
仕
事
と
し
て
や

る
か
ら
に
は
き
ち
ん
と
収
入
を
得
て
、

そ
れ
を
み
ん
な
で
分
か
ち
合
え
る
よ
う

に
、
で
き
る
だ
け
都
合
の
良
い
日
に
集

ま
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
パ
ワ
ー
あ
ふ

れ
る
グ
ル
ー
プ
で
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　（
日
向
弘
明
）

女
性
農
業
者
グ
ル
ー
プ
紹
介

こ
ん
に
ち
は

グ
ル
ー
プ
名

起
業
年
月

場
　
　所

タ
チ
ラ
ボ
レ
デ
ィ
ー
ス

平
成
31
年

立
谷
沢
地
区
木
の
沢

た
だ
い
ま

　ド
ロ
ー
ン
活
用

　
　
　
　
　拡
大
中

加入要件は 3つ。60歳未満・国民年金第 1号被保険者で、
年間60日以上農業に従事している方であれば、どなたでも
加入できます。自分名義の農地を持っていなくても、配偶者や
後継者など、家族農業従事者の方も加入できます。

安心の備えを！安心の備えを！ あなたの老後生活への備えは十分ですか？
老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。


